
新公立病院改革ガイドライン（H27.3.31 総務省通知）の概要について 

医療推進課 

 

１ 新公立病院改革ガイドラインとは 

  病院事業を設置している地方公共団体が「新公立病院改革プラン」を策定し、公立病

院改革を推進していくための指針となるもの。 

・旧「公立病院改革ガイドライン」は平成 19 年 12 月に出されており、本県では、「経営

形態の見直し」として、地方独立行政法人化を選択。 

 ・今後の公立病院改革は、医療法に基づく地域医療構想の検討・取組と密接なつなが

りがあるため、今回、新ガイドラインが出された。 

 

２ 本県の対応について 

  ・旧ガイドラインに基づき 21年３月 31日付けで長野県立病院改革プランを策定 

  ・22 年４月の病院機構設立に伴い、法人が策定した中期計画を改革プランと位置付け、

名称を「地方独立行政法人長野県立病院機構中期計画」と改称 

  ・新ガイドラインに基づく「新公立病院改革プラン」についてもこれまでと同様に、

法人の作成した第２期中期計画に新ガイドラインに基づく必要事項を追加し、新プ

ラントする方針。（新ガイドラインでも「地方独立行政法人が地方独立行政法人法（平

成 15年法律第 118 号）に基づき中期計画を策定している場合には、本ガイドライン

において要請している事項のうち不足している部分を追加又は別途策定することで

足りる」と記載） 

  ・策定時期は平成 28年度中を予定（地域医療構想策定と整合を図るため） 

 

３ 新公立病院改革プランに記載する内容（改革の４つの視点） 

（１）地域医療構想を踏まえた役割の明確化（新たな視点） 

  ① 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割 

都道府県が策定する地域医療構想を踏まえて、当該病院が地域の医療提供

体制において果たすべき役割を明記する。 

  ② 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を明記する。 

  ③ 一般会計負担の考え方（旧ガイドラインでも示されていたもの） 

  ④ 医療機能等指標に係る数値目標の設定（旧では「経営の効率化」に記載） 

     当該病院が果たすべき役割に沿った医療機能を十分に発揮しているかを検

証するため、次の例示を踏まえ医療機能等指標について数値目標を設定する。 

   1) 医療機能・医療品質に係るもの 

     救急患者数、手術件数、臨床研修医の受入件数、医師派遣等件数、紹介率・ 

逆紹介率、訪問診療・看護件数、在宅復帰率、リハビリ件数、分娩件数など 

   2) その他 

     患者満足度、健康・医療相談件数 など 

 

資料５ 



（２）経営の効率化 

  ① 経営指標に係る数値目標の設定 

   1) 収支改善に係るもの 

     経常収支比率、医業収支比率、不良債務比率、資金不足比率 など 

   2) 経費削減に係るもの 

     材料費・薬品費・委託費・職員給与費・減価償却費などの対医業収益比、 

100 床当たり職員数、後発医薬品の使用割合 など 

   3) 収入確保に係るもの 

     １日当たり入院・外来患者数、入院・外来患者１人１日当たり診療収入、 

医師（看護師）１人当たり入院・外来診療収入、病床利用率、平均在院日数 

など 

   4) 経営の安定性に係るもの 

     医師数、純資産の額、企業債残高 など 

  ② 目標達成に向けた具体的な取組 

    数値目標の達成に向けて具体的にどのような取組をどの時期に行うかを明記 

    する。 

 

（３）再編・ネットワーク化 

   二次医療圏等の単位での再編・ネットワーク化については、H22.3 に県医療審議 

会で「公立病院改革に関する基本的な考え方～機能分担と連携の推進～」を作成。 

 この中で、「地域が自主的・主体的に決定すべき」と整理。 

     

（４）経営形態の見直し 

   実施済：経営形態を見直し地方独立行政法人化（非公務員型） 
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